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規

則

青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
九

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

年
一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

年
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年

二
月
十
九
日
以
後
に
お
い
て
貸
付
け
の
な
さ
れ
る
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
に
係
る
利
子
補

給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
な
さ
れ
て
い
る
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
に

係
る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則

(

平
成
二
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
六
十

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
第
二
号
中｢

年
一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

年
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月

十
九
日
以
後
に
お
い
て
貸
付
け
の
な
さ
れ
る
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
付
け
の
な
さ
れ
て
い
る
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
に
係
る
利
子
補
給

金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日
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第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
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二
百
九
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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会
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字
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看
護

ラ
イ
フ
ケ
ア
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増
訪
問
看

護
ス
テ
ー

シ
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北
津
軽
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町
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字
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字
和
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四
二
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六

〃
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会
社
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イ
ン
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北
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字

塔
ノ
沢
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介
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介
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っ
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字
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社
会
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法

人
沢
朋
会

弘
前
市
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字
大
沢
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元
三
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護
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通
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駅
前
デ
イ
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ン
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柳
町

大
字
大
俵
字
和
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四
二
三
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六

〃
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会
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イ
ン
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北
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北
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字

塔
ノ
沢
山
三
〇
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の
六
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護
予
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訪
問
介
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介
護
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ン
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っ
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字
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三
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の
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氏
名
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名
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平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
目
黒
区
三
田
一
丁
目
六
の
二
一

Ｉ
Ｈ
ミ
ー
ト
パ
ッ
カ
ー
株
式
会
社

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野
崎
一
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サ
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地

障
害
福
祉

サ
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ス
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類

名

称

所
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地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
プ

ラ
ー
ナ

神
奈
川
県
相
模
原

市
中
央
区
相
模
原

二
の
三
の
一
六
山

崎
ビ
ル
Ｂ
五
〇
一

就
労
移
行

支
援

就
労
移
行
支

援
プ
ラ
ー
ナ
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戸
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市
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ビ
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Ｆ

平
成

��

･
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�

ア
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デ
ン
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三
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行

支
援
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イ
デ
ン
ド
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戸

八
戸
市
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三

日
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三
の
四
小

泉
ビ
ル

〃

ア
イ
デ
ン
ド

株
式
会
社

八
戸
市
大
字
廿
三

日
町
四
三
の
四
小

泉
ビ
ル

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

ア
イ
デ
ン
ド

八
戸

八
戸
市
大
字
廿
三

日
町
四
三
の
四
小

泉
ビ
ル

〃

社
会
福
祉
法

人
東
幸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
生
平
四
四
の

七
七

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
東
幸
園

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
生
平
四
四
の

七
七

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ユ

ニ
ー
ク
ア
イ

宮
城
県
仙
台
市
若

林
区
木
ノ
下
四
の

七
の
一
〇

就
労
移
行

支
援

ア
イ
デ
ン
ド

八
戸

八
戸
市
大
字
廿
三

日
町
四
三
の
四
小

泉
ビ
ル

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
ユ

ニ
ー
ク
ア
イ

宮
城
県
仙
台
市
若

林
区
木
ノ
下
四
の

七
の
一
〇

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

ア
イ
デ
ン
ド

八
戸

八
戸
市
大
字
廿
三

日
町
四
三
の
四
小

泉
ビ
ル

〃
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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